
開催回数（年間）

事業種別 １１回以下
１２回以上
１７回以下

１８回以上

私立  115,000円 私立 175,000円 私立 250,000円

公立＊ 70,000円 公立＊105,000円 公立＊150,000円

私立　205,000円 私立 315,000円 私立 450,000円

公立  115,000円 公立 175,000円 公立 250,000円

（新規事業）

４０回以下
４１回以上
５９回以下

６０回以上
７４回以下

７５回以上

1,200,000円

　これまでの補助メニューに加えて、新たに「親子誰でも通園モデル事業」を拡充する
ことにより、地域における子どもの育ち･親の育ちを一層支援する。

１ 補助事業の名称

　　これまでの「子育てサポートセンターにおける未入園児一時保育事業」から

   「親子通園支援事業」に補助事業の名称を変更。

２ 事業の区分（補助メニュー）

　 ① 登録及び情報提供事業

　 ② 子育て相談及び育児教室事業

　 ③ 一時預かり事業

　 ④ 親子誰でも通園モデル事業（新規）

３ 留意事項

　・①、②、③のいずれか一事業のみの実施は補助対象とならない。

　　→　①と②、若しくは➀～③をセットで実施すること。

　・①と②の補助額は、②の実施回数で算出。

　・④「Ｃ型」は、①～③「Ａ型・Ｂ型」と同時に実施できず、国の「こども誰でも

　　通園制度」の実施施設のみ対象

Ａ型　（①～③の取組）
Ｂ型

(①～②の取組)

　490,000円  740,000円

区分

       　開催回数（年間）

　事業種別

Ａ型

Ｂ
型

Ｃ型
④親子誰でも通園モデル
　事業

①登録及び情報提供事業
②子育て相談及び育児
　教室事業

1,000,000円

＊Ａ型の公立単
価
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助成額

【別表:補助単価表】

・助成額は、①②、③、④の３つの事業区分で設定し、かつ、それぞれの実施回数に応
じて助成。

　※実施回数に応じた助成額は【別表:補助単価表】のとおり

③一時預かり事業


